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【手続補正書】
【提出日】令和1年11月29日(2019.11.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービスフォールバックのための方法であって：
　完了したサービスに対するサービスフォールバック要求を受信した際、前記サービスに
対応する、記憶されたフォールバック参照情報を読み取るステップ（１０１）と；
　前記フォールバック参照情報に基づき、対応するサービスフォールバック情報を計算す
るステップ（１０２）と；
　前記計算したサービスフォールバック情報に基づき、前記サービスに対するサービスフ
ォールバックを完了するステップ（１０３）と；を備える、
　サービスフォールバックのための方法。
【請求項２】
　前記サービスに対するサービス要求を受信した際、前記サービス要求に含まれる前記フ
ォールバック参照情報を読み取るステップ（２０１）と；
　前記フォールバック参照情報と前記サービスとをローカルに関連付け、前記フォールバ
ック参照情報をローカルに記憶するステップと；を更に備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記サービスは国際取引サービスを備え、前記サービスフォールバックは国際取引返金
を備え、前記フォールバック参照情報は国際取引に対する為替レート情報を備え、前記サ
ービスフォールバック情報は前記国際取引返金における返金額を備える（２０２）、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記サービスが前記国際取引サービスである場合、前記サービスフォールバックは前記
国際取引返金であり、前記フォールバック参照情報は前記国際取引に対する前記為替レー
ト情報であり、前記サービスフォールバック情報は前記国際取引返金における前記返金額
であり、
　前記フォールバック参照情報に基づき、対応するサービスフォールバック情報を計算す
るステップは：
　　ユーザによって選択される返金方法が外貨金額ベースの返金である場合、前記国際取
引に対する前記為替レート情報に基づき外貨の対象金額を対応する自国通貨の金額に換算
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するステップ；又は
　　ユーザによって選択される返金方法が自国通貨金額ベースの返金である場合、前記国
際取引に対する前記為替レート情報に基づき自国通貨の対象金額を対応する外貨の金額に
換算するステップ；を備え（２０３）、
　前記対象金額は前記国際取引において実際に支払われる金額である、
　請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記計算したサービスフォールバック情報に基づき、前記サービスに対するサービスフ
ォールバックを完了するステップは：
　前記ユーザによって選択される前記返金方法が前記外貨金額ベースの返金である場合、
国際取引業者のアカウントから前記外貨の対象金額を差し引き、前記外貨の対象金額を所
定の外貨ファンドプールへ戻し、前記換算された、対応する自国通貨の金額を中間アカウ
ントを用い前記ユーザへ戻すステップ；又は
　前記ユーザによって選択される前記返金方法が前記自国通貨金額ベースの返金である場
合、国際取引業者のアカウントから、前記換算された、対応する外貨の金額を差し引き、
前記換算された、対応する外貨の金額を所定の外貨ファンドプールへ戻し、前記自国通貨
の対象金額を中間アカウントを用い前記ユーザへ戻すステップ；を備える、
　請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記国際取引に対する前記為替レート情報は、インスタントコミュニケーションツール
を用いて実行される交渉によって設定される、
　請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記サービスフォールバック要求を含むユーザ入力を受信するステップを更に備える、
　請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記ユーザ入力は、グラフィカルユーザインターフェース上で入力される、
　請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の方法を実行するように構成された複数の
モジュールを備える、
　サービスフォールバックのための装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０１】
　上記の説明は、本願の実施の例に過ぎず、本願をそれに限定することを意図するもので
はない。本願の主旨及び原理から逸脱せずになされる任意の変形、均等物との代替、改良
は、本願の保護の範囲に包含される。
　以下、本発明の実施の態様の例を列挙する。
［第１の局面］
　サービスフォールバック方法であって：
　完了したサービスに対するサービスフォールバック要求を受信した際、前記サービスに
対応する、記憶されたフォールバック参照情報を読み取るステップと；
　前記フォールバック参照情報に基づき、対応するサービスフォールバック情報を計算す
るステップと；
　前記計算したサービスフォールバック情報に基づき、前記サービスに対するサービスフ
ォールバックを完了するステップと；を備える、
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　サービスフォールバック方法。
［第２の局面］
　前記サービスに対するサービス要求を受信した際、前記サービス要求に含まれる前記フ
ォールバック参照情報を読み取るステップと；
　前記フォールバック参照情報と前記サービスとをローカルに関連付け、前記フォールバ
ック参照情報をローカルに記憶するステップと；を更に備える、
　第１の局面に記載のサービスフォールバック方法。
［第３の局面］
　前記サービスは国際取引サービスを備え、前記サービスフォールバックは国際取引返金
を備え、前記フォールバック参照情報は国際取引に対する為替レート情報を備え、前記サ
ービスフォールバック情報は前記国際取引返金における返金額を備える、
　第２の局面に記載のサービスフォールバック方法。
［第４の局面］
　前記サービスが国際取引サービスである場合、前記サービスフォールバックは国際取引
返金であり、前記フォールバック参照情報は前記国際取引に対する前記為替レート情報で
あり、前記サービスフォールバック情報は前記国際取引返金における前記返金額であり、
　前記フォールバック参照情報に基づき、対応するサービスフォールバック情報を計算す
る前記ステップは：
　　ユーザによって選択される返金方法が外貨金額ベースの返金である場合、前記国際取
引に対する前記為替レート情報に基づき外貨の対象金額を対応する自国通貨の金額に換算
するステップ；又は
　　ユーザによって選択される返金方法が自国通貨金額ベースの返金である場合、前記国
際取引に対する前記為替レート情報に基づき自国通貨の対象金額を対応する外貨の金額に
換算するステップ；を備え、
　前記対象金額は前記国際取引において実際に支払われる金額である、
　第３の局面に記載のサービスフォールバック方法。
［第５の局面］
　前記計算したサービスフォールバック情報に基づき、前記サービスに対するサービスフ
ォールバックを完了する前記ステップは：
　前記ユーザによって選択される前記返金方法が前記外貨金額ベースの返金である場合、
国際取引業者のアカウントから前記外貨の対象金額を差し引き、前記外貨の対象金額を所
定の外貨ファンドプールへ戻し、前記換算された、対応する自国通貨の金額を中間アカウ
ントを用い前記ユーザへ戻すステップ；又は
　前記ユーザによって選択される前記返金方法が前記自国通貨金額ベースの返金である場
合、国際取引業者のアカウントから、前記換算された、対応する外貨の金額を差し引き、
前記換算された、対応する外貨の金額を所定の外貨ファンドプールへ戻し、前記自国通貨
の対象金額を中間アカウントを用い前記ユーザへ戻すステップ；を備える、
　第４の局面に記載のサービスフォールバック方法。
［第６の局面］
　サービスフォールバック装置であって：
　完了したサービスに対するサービスフォールバック要求を受信した際、前記サービスに
対応する、記憶されたフォールバック参照情報を読み取るように構成された第１の読み取
りモジュールと；
　前記フォールバック参照情報に基づき、対応するサービスフォールバック情報を計算す
るように構成された第１の計算モジュールと；
　前記計算したサービスフォールバック情報に基づき、前記サービスに対するサービスフ
ォールバックを完了するように構成された第１のフォールバックモジュールと；を備える
、
　サービスフォールバック装置。
［第７の局面］
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　前記サービスに対するサービス要求を受信した際、前記サービス要求に含まれる前記フ
ォールバック参照情報を読み取るように構成された第２の読み取りモジュールと；
　前記フォールバック参照情報と前記サービスとをローカルに関連付け、前記フォールバ
ック参照情報をローカルに記憶するように構成された第１の記憶モジュールと；を更に備
える、
　第６の局面に記載のサービスフォールバック装置。
［第８の局面］
　前記サービスは国際取引サービスを備え、前記サービスフォールバックは国際取引返金
を備え、前記フォールバック参照情報は国際取引に対する為替レート情報を備え、前記サ
ービスフォールバック情報は前記国際取引返金における返金額を備える、
　第７の局面に記載のサービスフォールバック装置。
［第９の局面］
　前記サービスが国際取引サービスである場合、前記サービスフォールバックは国際取引
返金であり、前記フォールバック参照情報は前記国際取引に対する前記為替レート情報で
あり、前記サービスフォールバック情報は前記国際取引返金における前記返金額であり、
　前記第１の計算モジュールは、具体的に：
　　ユーザによって選択される返金方法が外貨金額ベースの返金である場合、前記国際取
引に対する前記為替レート情報に基づき外貨の対象金額を対応する自国通貨の金額に換算
するように構成され；又は
　　ユーザによって選択される返金方法が自国通貨金額ベースの返金である場合、前記国
際取引に対する前記為替レート情報に基づき自国通貨の対象金額を対応する外貨の金額に
換算するように構成され；
　前記対象金額は前記国際取引において実際に支払われる金額である、
　第８の局面に記載のサービスフォールバック装置。
［第１０の局面］
　前記第１のフォールバックモジュールは、具体的に：
　前記ユーザによって選択される前記返金方法が前記外貨金額ベースの返金である場合、
国際取引業者のアカウントから前記外貨の対象金額を差し引き、前記外貨の対象金額を所
定の外貨ファンドプールへ戻し、前記換算された、対応する自国通貨の金額を中間アカウ
ントを用い前記ユーザへ戻すように構成された；又は
　前記ユーザによって選択される前記返金方法が前記自国通貨金額ベースの返金である場
合、国際取引業者のアカウントから、前記換算された、対応する外貨の金額を差し引き、
前記換算された、対応する外貨の金額を所定の外貨ファンドプールへ戻し、前記自国通貨
の対象金額を中間アカウントを用い前記ユーザへ戻すように構成された；
　第９の局面に記載のサービスフォールバック装置。
［第１１の局面］
　国際取引返金方法であって：
　完了した国際取引サービスに対する返金要求を受信した際、国際取引に対する、記憶さ
れた為替レート情報を読み取るステップと；
　前記国際取引に対する前記為替レート情報に基づき国際取引返金における返金額を計算
するステップと；
　前記国際取引返金における前記計算された返金額に基づき前記国際取引サービスに対す
る返金を完了するステップと；を備える、
　国際取引返金方法。
［第１２の局面］
　前記国際取引サービスに対する決済要求を受信した際、前記国際取引に対する、前記決
済要求に含まれる為替レート情報を読み取るステップと；
　前記国際取引に対する前記為替レート情報と前記国際取引サービスとをローカルに関連
付け、前記為替レート情報をローカルに記憶するステップと；を更に備える、
　第１１の局面に記載の国際取引返金方法。
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［第１３の局面］
　前記国際取引に対する前記為替レート情報に基づき国際取引返金における返金額を計算
する前記ステップは：
　ユーザによって選択される返金方法が外貨金額ベースの返金である場合、前記国際取引
に対する前記為替レート情報に基づき外貨の対象金額を対応する自国通貨の金額に換算す
るステップ；又は
　ユーザによって選択される返金方法が自国通貨金額ベースの返金である場合、前記国際
取引に対する前記為替レート情報に基づき自国通貨の対象金額を対応する外貨の金額に換
算するステップ；を備え、
　前記対象金額は前記国際取引において実際に支払われる金額である、
　第１１の局面に記載の国際取引返金方法。
［第１４の局面］
　前記国際取引返金における前記計算された返金額に基づき前記国際取引サービスに対す
る返金を完了する前記ステップは：
　前記ユーザによって選択される前記返金方法が前記外貨金額ベースの返金である場合、
国際取引業者のアカウントから前記外貨の対象金額を差し引き、前記外貨の対象金額を所
定の外貨ファンドプールへ戻し、前記換算された、対応する自国通貨の金額を中間アカウ
ントを用い前記ユーザへ戻すステップ；又は
　前記ユーザによって選択される前記返金方法が前記自国通貨金額ベースの返金である場
合、国際取引業者のアカウントから、前記換算された、対応する外貨の金額を差し引き、
前記換算された、対応する外貨の金額を所定の外貨ファンドプールへ戻し、前記自国通貨
の対象金額を中間アカウントを用い前記ユーザへ戻すステップ；を備える、
　第１３の局面に記載の国際取引返金方法。
［第１５の局面］
　国際取引返金装置であって：
　完了した国際取引サービスに対する返金要求が受信された際、国際取引に対する、記憶
された為替レート情報を読み取るように構成された第３の読み取りモジュールと；
　前記国際取引に対する前記為替レート情報に基づき国際取引返金における返金額を計算
するように構成された第２の計算モジュールと；
　前記国際取引返金における前記計算された返金額に基づき前記国際取引サービスに対す
る返金を完了するように構成された第２のフォールバックモジュールと；を備える、
　国際取引返金装置。
［第１６の局面］
　前記国際取引サービスに対する決済要求を受信した際、前記国際取引に対する、前記決
済要求に含まれる為替レート情報を読み取るように構成された第４の読み取りモジュール
と；
　前記国際取引に対する前記為替レート情報と前記国際取引サービスとをローカルに関連
付け、前記為替レート情報をローカルに記憶するように構成された第２の記憶モジュール
と；を更に備える、
　第１５の局面に記載の国際取引返金装置。
［第１７の局面］
　前記第２の計算モジュールは、具体的に：
　　ユーザによって選択される返金方法が外貨金額ベースの返金である場合、前記国際取
引に対する前記為替レート情報に基づき外貨の対象金額を対応する自国通貨の金額に換算
するように構成され；又は
　　ユーザによって選択される返金方法が自国通貨金額ベースの返金である場合、前記国
際取引に対する前記為替レート情報に基づき自国通貨の対象金額を対応する外貨の金額に
換算するように構成され；
　前記対象金額は前記国際取引において実際に支払われる金額である、
　第１５の局面に記載の国際取引返金装置。
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［第１８の局面］
　前記第２のフォールバックモジュールは、具体的に：
　前記ユーザによって選択される前記返金方法が前記外貨金額ベースの返金である場合、
国際取引業者のアカウントから前記外貨の対象金額を差し引き、前記外貨の対象金額を所
定の外貨ファンドプールへ戻し、前記換算された、対応する自国通貨の金額を中間アカウ
ントを用い前記ユーザへ戻すように構成された；又は
　前記ユーザによって選択される前記返金方法が前記自国通貨金額ベースの返金である場
合、国際取引業者のアカウントから、前記換算された、対応する外貨の金額を差し引き、
前記換算された、対応する外貨の金額を所定の外貨ファンドプールへ戻し、前記自国通貨
の対象金額を中間アカウントを用い前記ユーザへ戻すように構成された；
　第１７の局面に記載の国際取引返金装置。
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